
第９期鳥取県介護保険事業支援計画及び老人福祉計画策定 
・推進委員会 

 
令和５年８月３１日 

長寿社会課 

 

○ 令和５年４月１2 日、運営要領に基づき、第９期鳥取県介護保険事業支援計画及
び老人福祉計画策定・推進委員会を設置。（委員：２２名） 

○ 運営要領第３条第３項に基づき、当該委員会に、①認知症分科会、②介護人材確
保分科会（＝介護人材確保対策協議会）を置き、これらの分野については、分科
会での議論を尊重し、計画策定に反映させる。 
※認知症本人は、認知症分科会の議論に参加していただく予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜検討スケジュール＞ 

 

策定委員会 関連事項

R4年度中 推薦作業
第９期の基本的考え方を
提示

日常生活圏域ニーズ調査
等各種調査

４月 計画期間開始 介護保険法等改正施行 条例、規則施行 条例、規則施行

２月

３月
第5回計画会議
(パブコメ、省令改正、市町村の
施設整備計画、サービス見込み量
など、最新情報を踏まえて調整)

９月

11月

12月

R6
１月

第2回認知症部会
第2回介護人材部会

第4回委員会
(その時点までの情報等に基づく
素案)

計画策定
国の動き 市町村の動き

10月

県の動き

介護保険給付費分科会
介護保険法関連省令等改
正検討(〜12月頃)

R5
４月

５月

６月

７月

８月

任命

 第1回認知症部会
 第1回介護人材部会

市町村計画策定開始
 ※ｻｰﾋﾞｽ見込み量etc

特養待機者調査開始

第1回委員会 介護保険法改正

第1回認知症部会
第1回人材部会
第2回委員会

県政参画電子アンケート    基本指針案提示
条例規則改正法制との方
針協議

施設整備方針の仮設定
サービス見込み量、保険
料の仮設定

第3回委員会 サービス見込み量の仮設定

介護保険法関連省令等改
正の方向性判明
報酬改定率の係数提示

パブリックコメント
常任委員会報告

    介護保険施設経営実
    態調査(R4実績)公表

第3回認知症部会
第3回介護人材部会

条例等改正法制協議

計画公表 介護保険法関連省令等改正     規則改正
各市町村計画確定
保険料確定
条例規則改正

 条例改正(議会)
最終調整
常任委員会報告

9〜10月で調整予定(未定)

第２回実施状況により調整

第９期鳥取県介護保険事業支援計画及び老人
福祉計画策定・推進委員会

認知症分科会

介護人材確保分科会
（介護人材確保対策協議会）

資料１ 


